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札幌市
さっぽろし

は、未来
みらい

を担
にな

う子ども一人ひとりの権利
けんり

の保障
ほしょう

が推進
すいしん

される社会の実現
じつげん

をめざし、「子どもの権利条 例
じょうれい

」

の制定
せいてい

に向けた取組を進めています。一緒
いっしょ

に、子どもの権利について考えましょう！！ 

子どもたちが健
すこ

やかに育つことを願
ねが

って進めている条例づくりで、新たに「子どもの権利条例 

検討
けんとう

会議
か い ぎ

」が始まります。第1回目の会議
か い ぎ

は8月27日に開
かい

催
さい

し、学識
がくしき

経験
けいけん

者などの専門家
せんもんか

と公
こう

 

募
ぼ

の市民
し み ん

を合わせた12名の委員が、会議
か い ぎ

の進め方などを話し合う予定です。検討
けんとう

会議
か い ぎ

のようすは、 

子どものけんりニュースでも随時
ず い じ

お知らせしていきます。 

第1回検討
けんとう

会議
かいぎ

を開
かい

催
さい

します！ 

シリーズ 条例をつくる目的 その② 

子ども議員
ぎいん

・サポーター募集
ぼしゅう

中！ 

〒060-0051 札幌市中央区大通南1 条東1 丁目ﾊﾞｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 1 号館3 階 

札幌市子ども未来局子どもの権利推進課 

電話 011-211-2942 ﾌｧｯｸｽ 011-211-2943 

E メール kodomo.kenri@city.sapporo.jp 

ﾎｰﾑﾍﾟー ｼ  ゙ http://www.city.sapporo.jp/kodomo/kenri/ 

子どもたちが毎日を安心してくらし、自分らしく健
すこ

やかに

成 長
せいちょう

するために大切な子どもの権利。 

子どもの権利推進課では、職 員
しょくいん

が地域
ちいき

に出向き、子ども

の権利について説明する出前
でまえ

講座
こうざ

を実施
じっし

しています。 

「子どもの権利ってなんだろう？」「条例の制定
せいてい

について

知りたい」など、勉強会や研 修
けんしゅう

会に利用
りよう

してみませんか？

おおむね10人以上
いじょう

のグループであれば、曜日や時間など

はご要望
ようぼう

に応
おう

じ調整しますので、 

開催
かいさい

希望
きぼう

日
び

の1ヶ月前までを目安 

に、子どもの権利推進課にお問い 

合わせください。 

 

検討
けんとう

会議
かいぎ

は、大学
だいがく

教 授
きょうじゅ

や弁護士
べ ん ご し

のほか、人権
じんけん

、学校、

ＰＴＡ、地域
ちいき

、ＮＰＯの各
かく

分野の関係者
かんけいしゃ

と公募
こうぼ

の市民
しみん

が委

員となり、権利の侵害
しんがい

からの救 済
きゅうさい

制度
せいど

を中心に条例全体

について議論
ぎろん

を進めていきます。会議
かいぎ

は原則
げんそく

として公開で

行われ、どなたでも傍 聴
ぼうちょう

することができます。 

【第１回検討
けんとう

会議
かいぎ

の予定】 

日時：平成19年8月27日（月）17時30分から 

場所：札幌市役所12階1号～3号会議
かいぎ

室 

（中央区北1条西2丁目）  

議事
ぎ じ

：   

 

 

※条例を制定する目的や子どもの権利Ｑ＆Ａなどを、楽しいイラストで説明 

するパンフレット「子どもの笑顔が輝くまちに」を、区役所や子ども未来 

局などで配布しています。ぜひご覧ください！ 

小学 5 年生から高校生の子どもたちが、市役所の仕事

を調べ、まちづくりの提案
ていあん

をする「札幌市子ども議会
ぎかい

」

が10月から始まります。現在
げんざい

、子ども議員
ぎいん

と、子どもた

ちをサポートする学生ボランティアを募集中
ぼしゅうちゅう

です。

応募
おうぼ

方法
ほうほう

や締切
しめきり

など詳
くわ

しくは、子どもの権利推進課にお

問い合わせいただくか、ホームページをご覧
らん

ください。

【子ども議員
ぎいん

】 

対象
たいしょう

：小学5年生～高校3年生 70人 

期間：10月～来年1月 

（2週間に1回程度
ていど

、主に土曜日） 

【サポーター】 

対象
たいしょう

：18歳
さい

以上
いじょう

の学生ボランティア 

の方 20人 
 

札幌市では、条例によって、子どものまちづくりへの参加
さんか

を進めていきたいと考えています。  

たとえば、子どもに関わる施設
しせつ

をより利用
りよう

しやすくする

ためには、施設
しせつ

の運営
うんえい

などに子どもの意見を生かすことも

必要
ひつよう

です。このようなことを様々な場面で行っていくこと

により、子どもに住みよいまちづくりを進めていきたいと 

考えています。 

また、子どもが参加
さんか

の経
けい

験
けん

を積
つ

み重
かさ

ねる 

ことは、まちづくりの担
にな

い手として育つこ 

とにもつながるのではないでしょうか。 

 

子どもの権利の出前講座
こうざ

のご案内
あんない

 

【昨年度の子ども議会】 

・委
い

嘱
しょく

状
じょう

交付
こうふ

 

・座長
ざちょう

、副座長
ふくざちょう

の選 出
せんしゅつ

 

・今後の会議
かいぎ

の進め方 など 


